
正
保
国
絵
図
の
調
進
と
絵
図
様
式
の
統
一
化
に
つ
い
て

l
 

i
 

j
 

博

忠

村

55 正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

一
、
は
じ
め
に

徳
川
幕
府
の
収
庫
国
絵
図
に
関
す
る
本
格
的
研
究
は
最
近
に
至
り
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
感
が
あ
る
。
最
近
、
黒
田
日
出
男
氏
は
徳
川

幕
府
の
国
絵
図
・
郷
帳
の
収
庫
が
原
理
的
に
は
天
正
の
御
前
帳
・
国
絵
図
の
徴
集
を
継
承
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
慶
長
国
絵

図
の
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
た
ハ

4
0
筆
者
も
同
時
期
に
元
職
国
絵
図
に
関
す
る
小
論
を
報
告
し
た
す
)
。

共
に
国
絵
図
の
調
製
基
準
を
考

察
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
諸
国
の
国
絵
図
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
絵
図
の
内
容
上
の
特
色
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
点

で
研
究
の
ね
ら
い
は
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
、
現
段
階
で
は
ま
だ
正
保
国
絵
図
に
関
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
報
告
が
な
い
。
慶
長
と
元
職
の
両
国
絵
図
を
つ
な
ぐ
正
保
国
絵

図
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
幕
府
収
庫
国
絵
図
の
全
体
が
よ
り
明
ら
か
と
な
る
筈
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
正
保
国
絵
図
に
つ
い
て

も
若
干
の
調
査
を
進
め
て
き
た
の
で
、

一
応
こ
こ
に
小
論
を
報
告
し
て
、
国
絵
図
研
究
の
一
助
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
の
四
次
に
わ
た
る
国
絵
図
収
庫
は
い
ず
れ
も
国
土
の
基
本
図
(
国
郡
図
)
を
完
備
保
管
す
る
と
い
う
国
家
支
配
の
原
理
に
基
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づ
く
一
貫
し
た
事
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
国
絵
図
の
内
容
が
純
粋
に
国
郡
図
と
し
て
精
選
さ
れ
完
成
し
た
の
は
元
職
国
絵

に
図
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
揺
ぎ
な
い
幕
府
政
権
の
確
立
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
先
き
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
元
職
国
絵
図
の
内
容
を
検
討
し
、
正
保
国
絵
図
と
の
対
比
に
お
い
て
論
述
し
た
。
し
か
し
そ
の

段
階
で
は
正
保
国
絵
図
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
掌
握
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
対
比
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

従
っ
て
本
稿
で
は
前
稿
を
補
う
意
味
を
も
含
め
て
、
同
様
の
観
点
か
ら
正
保
国
絵
図
に
関
し
て
、
そ
の
調
進
の
過
程
と
絵
図
内
容
上
の
特

色
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
と
思
う
。

元
藤
度
に
比
し
て
正
保
度
の
国
絵
図
関
係
資
料
は
格
段
に
少
な
い
。
元
職
度
で
は
津
・
岡
山
・
萩
・
熊
本
・
府
内
・
仙
台
・
金
沢
な
ど

の
諸
藩
が
国
絵
図
調
製
の
過
程
を
詳
し
く
ま
と
め
た
一
件
記
録
帳
を
残
し
て
い
る
が
(
$
、

E
保
度
の
場
合
は
管
見
の
範
囲
で
は
こ
の
よ

う
な
ま
と
ま
っ
た
根
本
資
料
の
存
在
を
知
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
『
先
年
一
国
絵
図
公
儀
江
上
リ
侯
節
之
覚
(
4
〉
』
(
大
村
藩
)
や
『
公
儀
へ
被

上
俣
御
城
井
国
絵
図
品
々
帳
ヘ
5
〉
』
(
金
沢
藩
)
な
ど
後
世
の
小
編
纂
資
料
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
は
こ
の
二
資
料
を
含
め
て

各
藩
に
残
る
断
片
的
な
記
録
や
編
纂
史
書
中
の
関
係
記
述
な
ど
を
専
ら
手
掛
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
絵
図
の
内
容
を
検
討
す
る
に
は

単
に
残
存
す
る
諸
国
の
国
絵
図
を
平
面
的
に
比
較
考
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
付
属
資
料
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
調
製
過
程
を
追
え
ば
内
容
上

の
特
色
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
と
い
う
考
え
に
拠
っ
て
い
る
。

幕
府
収
庫
の
正
保
国
絵
図
(
古
国
絵
図
)
は
幕
末
ま
で
幕
府
文
庫
に
伝
存
し
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る

(

6

)

が
、
現
在
で
は
そ
の
行
方
が

知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
大
半
の
転
写
図
が
現
在
国
立
公
文
書
館
の
内
閣
文
庫
に
伝
存
す
る
ハ
7
Y

中
川
忠
英
旧
蔵
国
絵
図
六
八
張
、

お

よ
び
松
平
乗
命
旧
蔵
国
絵
図
三
八
張
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
諸
国
の
絵
図
元
諸
藩
の
地
元
に
は
幕
府
へ
提
出
し
た
も
の
の
控
図
(
そ
の
転
写

図
を
も
含
め
て
本
稿
で
は
控
図
と
呼
ぶ
)
を
残
す
場
合
も
少
な
く
な
い
。
な
お
国
絵
図
と
一
緒
に
収
摩
さ
れ
た
正
保
城
絵
図
は
う
ち
六
三



枚
が
内
閣
文
庫
に
現
存
し
、
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
国
絵
図
調
進
の
幕
命
と
受
持
割
当
て

正
保
国
絵
図
の
収
庫
に
つ
い
て
は
正
保
元
年
(
一
六
四
四
)
十
二
耳
二
日
に
将
軍
家
光
よ
り
大
目
付
井
上
筑
後
守
政
重
と
同
宮
越
前
守

和
甫
に
面
命
が
あ
っ
た
ハ
8
〉O

こ
れ
を
受
け
て
両
名
は
同
月
、
諸
国
の
主
要
大
名
の
江
戸
留
守
居
ら
を
数
回
に
分
け
て
評
定
所
に
招
集
し
、

正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

国
毎
に
国
絵
図
調
製
の
分
担
を
命
令
し
た
(
9
〉。

幕
命
に
よ
る
各
国
の
国
絵
図
受
持
は
必
ず
し
も
一
大
名
あ
る
い
は
一
代
官
が
一
国
を
受
持
つ
と
は
限
ら
ず
、

一
大
名
の
数
カ
国
受
持
の

一
国
を
数
名
に
よ
る
共
同
受
持
(
相
持
)
の
場
合
も
あ
っ
た
。
島
津
(
鹿
児
島
藩
)

は
薩
・
隅
・
日
三
カ
国
お
よ
び
琉

場
合
も
あ
れ
ば
、

球
を
持
ち
、
前
回
(
金
沢
藩
)
は
加
・
越
・
能
三
カ
国
を
受
持
っ
た
。
そ
の
ほ
か
毛
利
(
萩
藩
)
の
防
・
長
、
浅
野
(
広
島
藩
)
の
芸
・

備
、
蜂
須
賀
(
徳
島
藩
)
の
淡
・
岡
、
松
平
(
松
江
藩
)
の
雲
・
隠
各
二
カ
国
な
ど
は
一
大
名
に
よ
る
複
数
受
持
の
例
で
あ
る
。
共
同
受

持
で
は
信
濃
が
最
多
の
組
合
せ
で
あ
っ
た
。

文
化
年
聞
に
収
庫
国
絵
図
の
来
歴
を
調
査
し
た
幕
府
書
物
奉
行
近
藤
守
重
の
古
田
絵
図
関
係
収
集
資
料
の
一
つ
に
「
絵
図
被
仰
付
侯
衆

之
書
付
白
ど
が
あ
り
、
幕
府
代
官
所
轄
地
の
あ
る
三
一
カ
国
の
各
絵
図
元
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
守
重
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
書
付

に
は
未
尾
に
「
当
時
御
文
庫
ニ
有
之
侯
国
絵
図
入
候
箱
書
付
、
組
合
名
前
則
前
文
之
通
相
違
無
之
侯
」
と
朱
書
が
あ
っ
た
と
い
う

(20

こ
の
書
付
に
は
全
国
の
相
持
国
の
ほ
ぼ
全
部
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、
各
相
持
の
組
合
せ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
登
載
の
う

ち
単
独
分
の
常
陸
・
佐
渡
・
伊
豆
を
除
く
と
相
持
分
は
二
八
カ
国
で
あ
る
。
元
職
度
の
相
持
が
二
六
カ
国
で
あ
っ
た
の
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

57 

(
ロ
ヨ
こ
の
書
付
分
を
含
め
て
、
知
り
得
る
範
囲
で
の
諸
国
の
絵
図
元
は
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。



正保国絵図調進の国男IJ担当者一覧第 1表B 

者当幅|
城|板倉周防守重宗(京都所司代)永井日向守庭清(長岡)代官 1

和|本多内記政勝(郡山)植村出羽守家政(高取)中坊長兵衛時祐(奈良奉行)

内|永井信濃守尚政(淀)代官 2

泉|岡部美濃守宣勝(岸和田)石川土佐守勝政(界政所職)

津|青山大繕亮幸利(尼崎)松平若狭守康信(高槻)代官 2

担製調図絵国図

一

山

大

河

和

摂

畿

内

藤堂大学頭高次(津)

内藤君、摩守忠重(鳥羽)

尾張中納言義直(名古屋)

水野監物忠善(岡崎)小笠原壱岐守忠知(吉田)松平主殿守忠房(刈屋)

太田備中守資宗(浜松)松平伊賀守忠晴(掛)11)本多石見守利長(横須賀)代官 1

北条出羽守正房(田中)神保三郎兵衛重利(駿府町奉行)落合小平次道次(同)代宮 1

伊奈兵蔵忠公(代官)

秋元越中守富朝(谷村)代官 2

稲葉美濃守正則(小田原)代官 2

松平伊豆守信網(川越)阿部対馬守重次(岩槻)阿部豊後守忠秋(忍)伊奈半十郎忠治(関東郡代)

松平出雲守勝隆(佐貫)屋代越中守忠正(北条)代官他3

阿部対馬守重次(岩槻)土屋民部利直(久留里)代官 1

堀田加賀守正盛(佐倉)牧野内匠頭信成(関宿)代官 1

水戸中納言頼房(水戸)

賀

勢

摩

張

河

江

河

豆

斐

模

蔵

一

房

総

総

陸

伊

伊

志

尾

三

迷

駿

伊

甲

相

武

安

上

下

常

東

海

道



井伊掃部頭直孝(彦根) 石川主殿頭忠総(膳所)小堀遠江守政一(水口)

戸田左門氏鉄(大垣)代官他2

金森出雲守重頼(高山)

水隼野人正忠清(松本)仙石越前守政俊(上回)松平万助忠倶(飯山)真田伊豆守信之(松代)松平因幡守忠憲

(小諸)脇坂淡路守安元(飯田)鳥井主膳忠晴(高遠)諏訪出雲守忠恒(高嶋)代官 2

酒井河内守忠清(前橋)松平和泉守乗寿(館林)安藤右京進重長(高崎)代官 1

土井遠江守利隆(古河)奥平美作守忠昌(宇都宮)代官 1

5張に分割作製仙台領は松平陸奥守忠宗(仙台)

江

波

騨

濃

野

野

奥

羽

近

美

飛

信

上

下

陸

出

東

山

ν
'
J
P
Uど
1
穏
Q
M旧
総
図
説
H

刊
割
程
Q
図
倒
構
図
法
同

陰

道

陸

酒井少将忠勝(小浜)

松平万千代光通(福井)

松平犬千代綱紀(金沢)

向上

向上

狭

前

賀

登

中

後

波

芳

越

加

能

越

越

佐

~t 

伊丹順斎康勝(勘定奉行)

山
松平山城守忠国(篠山)稲葉淡路守紀通(福知山)菅原左近大夫定昭(亀山)

京極丹後守高広(宮津)京極飛弾守高直(田辺)

小出大和守吉英(出石)代官 1

松平相撲守光仲(鳥取)

同上

松平出羽守直政(松江)

古岡兵部大輔重恒(浜岡)亀井能登守弦政(津和野)代官 1

丹波

丹後

但馬

因幡

伯番

出雲
(付隠岐J

石見

道

道

0> 
LO 



竺l
磨 l松平下総守忠明(姫路)京極刑部高和(館野)大久保加賀守忠職(明石)松井周防守康映(山崎)

作|森内記長継(津山)

前|松平新太郎光政(岡山)

中|向上

後|松平安芸守光長(広島)

芸 l向上

防|松平長門守秀就(萩)

円 i同上

者当担製調図絵国同

五

美

備

備

備

安

周

長

山

陽

o 
<0 

道

紀伊大納言頼宣(和歌山)

松平阿波守忠英(徳島)

向上

松平左近将監頼重(高松)

松平隠岐守定行(松山)松平美作守定房(今治)伊達遠江守秀宗(守和島)加藤出羽守泰興(大洲)

松平土佐守忠義(高知)

伊

路

、

波

岐

予

佐

紀

淡

阿

讃

伊

土

南

海

道

海

松平筑前守忠之(福岡)

有馬中務大輔忠頼(久留米)立花左近将監忠茂(柳}11) 

小笠原右近大夫忠実(小倉)小笠原信濃守長次(中津)

中川内謄正久盛(岡)稲葉能登守信通(臼杵)日根野織部吉明(府内)毛利市三郎高直(佐伯)木下伊賀守俊治

(日生)松平市正英親(杵築)松平左近将監頼重(高松)

鍋島信濃守勝茂(佐賀)

細川肥後守光尚(熊本)

松平薩摩守光久〔鹿児島)

前

後

前

後

前

後

向

筑

筑

豊

豊

肥

肥

日

西
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一
、
比
己
前
上
侯
国
々
之
絵
図
相
違
之
所
侯
問
、
念
を
入
初
上
り
候
絵
図
ニ
一
凶
中
引
合
、
悪
敷
所
な
を
し
今
度
之
絵
図
い
た
す
べ
き
事

と
今
度
の
事
業
が
慶
長
国
絵
図
の
改
訂
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
。

一
方
「
絵
図
書
付
候
海
辺
之
覚
」
は
国
絵
図
調
製
の
う
ち
と
く

に
湊
・
海
辺
の
注
記
(
小
書
き
)
の
要
領
を
詳
細
に
指
示
し
た
細
則
的
基
準
で
あ
っ
た
。

幕
府
の
示
し
た
絵
図
基
準
が
余
り
に
も
子
細
な
指
示
に
及
ん
で
い
た
た
め
、
絵
図
元
諾
藩
の
江
戸
留
守
居
ら
は
国
絵
図
調
製
の
要
領
が

す
ぐ
に
は
呑
込
め
ず
、
各
条
項
に
つ
い
て
幕
府
に
種
々
質
問
し
た
様
子
で
あ
る
。
「
今
度
之
絵
図
之
儀
ハ
左
所
右
所
申
越
て
も
何
共
致
に

く
く
候
ハ
シ
と
何
れ
之
御
留
守
居
衆
も
被
存
、
右
御
両
人
様
一
一
も
色
々
う
か
か
ひ
被
申
侯
自
己
と
国
許
へ
伝
え
た
佐
賀
藩
の
例
に
よ
っ
て

も
そ
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
萩
藩
江
戸
留
守
居
の
役
務
日
記
に
よ
る
同
留
守
居
は
国
絵
図
調
進
の
幕
命
を
受
け
た
翌
日
、
早
速
井
上

筑
後
守
内
へ
絵
図
基
準
に
つ
い
て
の
質
問
に
出
向
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
(
君
。

諸
藩
の
江
戸
留
守
居
ら
は
幕
府
へ
の
質
問
や
相
互
連
絡
に
よ
っ
て
得
た
情
報
に
基
づ
き
、
幕
府
示
達
絵
図
基
準
に
何
ら
か
の
補
足
説
明

を
加
え
て
国
許
へ
伝
達
し
た
。
た
と
え
ば
佐
賀
藩
で
は
「
国
絵
図
可
仕
立
覚
」
条
目
中
の
一
五
カ
条
、
萩
藩
で
は
一
一
一
カ
条
の
各
項
に
そ

れ
ぞ
れ
補
足
説
明
を
加
え
た
ほ
か
、
両
藩
と
も
幕
府
へ
の
質
問
に
基
づ
く
独
自
の
補
足
覚
書
き
を
添
え
て
国
許
へ
伝
達
し
て
い
る

av

金
沢
藩
の
「
国
絵
図
書
様
之
覚
告
と
も
同
種
の
補
足
覚
書
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
示
達
の
絵
図
基
準
は
こ
れ
ら
諸
藩
の
補
足
説
明

に
よ
っ
て
よ
り
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
。

幕
府
示
達
の
絵
図
基
準
を
整
理
要
約
す
る
と
、
第
2
表
の
如
く
①
縮
尺
②
図
示
①
描
写
④
注
記
(
小
書
き
)
|
|
の
四
項
目
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
慶
長
国
絵
図
調
進
の
場
合
、
幕
府
は
「
国
郡
之
図
」
を
調
製
す
る
上
で
と
く
に
①
郡
別
の
田
畠
高
付
の
記
載
②
国

境
記
載
の
留
意
ー
ー
を
指
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
き
わ
め
て
漠
た
る
通
達
で
あ
っ
た

au。
今
回
は
カ
条
書
き
に
よ
っ
て
国
絵
図
と
添
提
出

物
の
調
製
要
領
が
き
め
細
か
に
指
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
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第2衰正保国絵図の調製基準

絵 図 基 準

萩藩補足 佐賀藩補足

項 目 指示内容

縮

図 郡 郡難分字けには郡仮名名(朱)郡界線

怨E 村落さぬように 小判型の村形
小村は大村に入
れる

一里山36町ごと

道 本く道(朱太)く， 脇道細

耳く 舟 道水底の岩礁 舟を道も左右の岩礁

描 山 坂芝山・はへ山の別木山・芝山・岩
書様別紙(着色) 山の書分け

海 河
海を薄く，河を

書様別紙写 濃く

道 法一里山より郷まで一里継山より宿町
-馬まで

注
国境より他国一

国境道法他国一里山まで
里山まで 隣国との話合い

山中難所冬道の牛の馬通行難所
のり

舟別渡河り幅・歩渡りの 渡郷口の村を内・津入くが渡河点 丸ものにつ
て渡書

湊 潮時・風遠向と船掛
り深いか浅か

浦 浜浦名浜名 浜よTり何程沖ま

記
で塩になるか

海上道法湊聞の道のり
他国他領への道
のり

その他|胡粉の使用禁止| i城所峨

金沢藩補足

(ー郡一色)

(新入村れて・村出村間はを古離村すに)1，

本道筋のみ

脇道は他国へ通ずるも l

のだけ

岩礁をくわしく

木が多くても絵には少
なく坂幅・長さ

海は藍書色，河は薄く波 i

縞を いてはいけない

国端村より他国最寄村;
まで

切所の名

湊大口の広さ
船の出入自由か

他国に聞えたものだけ

他国湊への方角

(注)城絵図・郷帳関係の基準は省く。各藩の補足は絵図基準の指示内容をより具

体的に補足したものだけをひろった。( )は下絵図点検での指示によるもの。
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絵
図
基
準
の
う
ち
絵
図
関
係
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
正
保
国
絵
図
は
村
々
の
郡
区
分
(
郡
分
け
)
に
よ
る
一
国
単
位
の
国
郡
図
と
し

て
の
調
製
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
慶
長
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
は
絵
図
縮
尺
の
一
旦
六
寸
(
約
二
一
、
六

0
0分
の
一
)
規
格
を
は
じ
め
、
大
道
小
道
の
区
別
、
道
筋
の
色
、

一
里
山
の
点
描
、
山
坂
・
海
河
描
写
上
の
注
意
な
ど
図
式
・
は
勿
論
、

配
色
ま
で
も
含
め
た
絵
図
様
式
の
統
一
化
が
図
ら
れ
た
。
加
え
て
今
回
は
湊
・
海
辺
の
記
載
に
つ
い
て
は
態
々
独
立
の
絵
図
基
準
を
示
す

な
ど
交
通
・
軍
事
上
の
観
点
か
ら
諸
種
の
注
記
(
小
書
き
)
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

。
下
絵
図
検
分

絵
図
元
諸
藩
は
幕
府
に
種
々
質
問
し
て
絵
図
基
準
に
補
足
説
明
を
加
え
た
も
の
の
、
幕
府
意
向
に
合
致
し
た
国
絵
図
調
製
に
自
信
が
持

て
な
か
っ
た
と
み
与
え
る
。
萩
藩
の
場
合
、
先
ず
阿
武
一
郡
の
絵
図
を
作
製
し
、
筑
後
守
の
内
見
を
仰
い
だ
う
え
で
国
全
体
図
の
調
製
に
着

手
す
る
段
取
り
で
あ
っ
た

a)O
萩
藩
に
限
ら
ず
絵
図
元
諸
藩
は
い
ず
れ
も
国
許
で
調
製
し
た
下
絵
図
を
筑
後
守
内
へ
二
度
三
度
と
持
参

し
て
種
々
指
示
を
仰
い
で
い
る
。
正
保
度
は
次
回
の
元
職
度
の
如
く
下
絵
図
点
検
が
調
進
手
順
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え

れ
な
い
が
、
事
実
上
筑
後
守
の
下
検
分
(
内
見
)
を
仰
ぐ
の
が
建
前
の
如
く
で
あ
っ
た
。
こ
の
下
検
分
の
実
務
担
当
者
は
筑
後
守
家
来
の

上
田
勘
助
と
惣
山
市
之
丞
の
両
名
で
あ
っ
た
。

諸
国
の
下
絵
図
が
国
許
で
仕
上
げ
ら
れ
た
の
は
意
外
に
早
く
、
正
保
二
年
の
後
半
に
は
各
国
初
回
の
下
検
分
が
集
中
し
た
観
が
あ
る
。

下
検
分
で
は
各
国
と
も
修
正
個
所
が
種
々
指
摘
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
広
島
藩
で
は
国
許
で
仕
上
げ
た
「
御
領
大
絵
図
」
「
広
島
御
城
小
絵

図
」
「
広
島
御
城
所
持
町
中
之
絵
図
」
三
枚
と
「
御
領
知
行
高
帳
」

一
冊
を
正
保
二
年
六
月
に
江
戸
へ
運
ん
で
筑
後
守
の
下
検
分
を
仰
い

だ
と
こ
ろ
、
全
面
的
な
調
製
の
や
り
直
し
が
指
示
さ
れ
た
。
同
藩
で
は
こ
の
と
き
指
摘
さ
れ
た
事
項
を
二
三
カ
条
に
ま
と
め
て
い
る
〈
恕

が
、
一
そ
の
う
ち
国
絵
図
関
係
の
み
を
摘
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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一
、
安
芸
国
・
備
後
国
一
一
回
き
り
ニ

一
、
郡
々
之
色
一
色
、
郡
之
境
目
す
ミ
に
て
ほ
そ
く

一
、
郡
々
書
付
之
一
一
周
ニ
知
行
高
書
付
候
事

て
脇
道
も
一
里
山
之
成
候
所
ハ
壱
里
山
を
築
可
申
事
、
不
成
所
ハ
道
の
り
書
付
侯
事

一
、
水
之
色
海
も
川
も
堀
も
同
事
-
一
少
こ
く

一
、
川
々
之
名
書
付
侯
事

一
、
古
城
小
県
・
東
城
・
怒
田
之
城
山
・
吉
田
書
付
候
事

一
、
山
道
者
山
之
内
へ
道
を
付
て

一
、
川
々
舟
渡
・
か
ち
渡
り
書
付
侯
事

一
、
壱
星
山
朱
に
て

一
、
海
中
の
は
え
見
へ
能
様
ニ

一
、
寺
不
残
屋
舗
を
何
も
ち
い
さ
く

一
、
大
道
之
ふ
と
さ
今
度
之
絵
図
之
半
分
程
-
一

一
、
仏
通
寺
弁
今
高
野
書
様
之
事

こ
の
修
正
指
示
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
広
島
藩
が
当
初
仕
上
げ
た
下
絵
図
は
「
御
領
大
絵
図
」
の
題
目
が
示
す
如
く
、
安
芸
一
円

と
備
後
の
一
部
を
含
む
広
島
藩
の
所
領
図
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
下
検
分
で
は
安
芸
・
備
後
の
各
一
カ
国
図
に
調
製
し
直
す
よ
う
指
示
さ

れ
た
。
そ
の
ほ
か
図
示
法
、
描
写
、
彩
色
に
つ
い
て
の
問
題
個
所
が
種
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
広
島
藩
が
国
許
で
二
五
名
の
担
当
者
を
任

命
し
、
町
絵
師
三
名
を
麗
っ
て
完
成
さ
せ
、
幕
府
の
絵
図
基
準
通
り
に
調
製
し
た
旨
の
説
明
を
付
し
て
江
戸
へ
遣
し
た
下
絵
図
が
、
単
な

る
図
示
上
の
不
備
の
み
に
留
ら
ず
国
絵
図
・
郷
帳
の
基
本
様
式
を
も
踏
ま
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
単
に
広
島
藩
ば

65 

か
り
で
な
く
、
程
度
の
差
は
あ
れ
諸
藩
に
共
通
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
下
絵
図
検
分
で
指
摘
さ
れ
た
事
項
の
ま
と
め
と
考
え
ら
れ
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る
金
沢
藩
の
正
保
二
年
十
二
月
十
七
日
付
の
覚
書
き
に
よ
る
と
同
藩
で
も
広
島
藩
同
様
、
下
絵
図
の
抜
本
的
修
正
を
必
要
と
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
(
号
。

日
開
国
絵
図
お
よ
び
添
帳
等
の
献
上

諸
国
の
国
絵
図
は
一
般
に
江
戸
で
清
書
さ
れ
、
各
国
二
張
ず
つ
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
郷
帳
・
道
帳
各
二
冊
、
城
絵
図
一
枚
ず
つ
が

付
帯
さ
れ
た
。
郷
帳
の
付
帯
は
徳
川
幕
府
の
国
絵
図
収
庫
に
一
貫
し
て
い
る
が
、
城
絵
図
お
よ
び
道
帳
の
提
出
は
正
保
度
の
み
で
あ
っ

国絵図および添提出品目・部数の比較

慶 長|正 保|元 ネま

国絵図 3 国絵図 2 国絵図 2 

郷帳 3 郷帳 2 郷 帳 2 

道帳 2 変地帳 1 

城絵図各 1 縁絵図各1

海手縁絵図各 1

第 3表

た
。
黒
田
氏
の
研
究
で
慶
長
度
は
国
絵
図
・
郷
帳
の
提
出
が
各
三
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

(
む
が
、
正
保
度
は
各
二
部
で
あ
り
、
幕
府
文
庫
へ
の
収
庫
と
実
務
用
と
し
て
幕
府
勘
定
所
に
保
管
'
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
ハ
告
。
添
提
出
物
の
内
容
を
概
観
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

郷
帳

徳
川
幕
府
の
国
絵
図
事
業
に
お
い
て
郷
帳
は
必
須
の
添
帳
で
あ
っ
た
。
国
絵
図
に
図
示
さ
れ
た

村
々
は
郷
帳
に
掲
載
さ
れ
、
両
者
は
対
を
な
す
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
正
保
郷
帳
の
特
色
は
記
載
内
容

の
詳
細
さ
で
あ
る
。
郡
村
石
高

a〉
と
同
時
に
領
知
内
訳
、
が
並
記
さ
れ
た
ほ
か
村
高
に
は
田
畠
内
訳
、
「
木

山
」
「
柴
山
」
な
ど
の
山
林
種
類
別
、
ま
た
水
害
・
早
害
村
に
は
そ
の
程
度
ま
で
が
書
添
え
ら
れ
た
。
郷

帳
の
記
載
内
容
は
一
応
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
が
、
記
載
形
式
は
細
い
点
で
不
揃
で
あ
る
。

城
絵
図

正
保
国
絵
図
事
業
で
城
絵
図
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
絵
図
基
準
の
冒
頭
九
カ
条
で
そ
の
調

製
要
領
が
詳
細
に
指
示
さ
れ
た
こ
と
で
も
う
な
づ
け
る
。
城
絵
図
に
は
国
絵
図
の
如
き
縮
尺
規
定
は
な
か

っ
た
記
〉
が
、
図
中
に
は
城
内
構
築
物
、
城
周
辺
の
地
形
そ
の
他
軍
事
的
観
点
か
ら
諸
事
物
の
図
示
・
注

記
が
網
羅
さ
れ
た

av
こ
の
城
絵
図
は
城
郭
図
で
は
な
く
、
城
下
の
町
割
ま
で
も
含
め
た
械
と
城
下
の
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萩藩の国絵図・添帳類の提出状況

提出 品 目 提出先 提 出 年 月 日

周防・長門国絵図
大目村

慶安2・8・21
井上筑後守

周防・長円国絵図
勘定奉行

同郷 候 慶安2・11・20

同道 帳
曽我源左衛門

周防・長円郷帳
井上筑後守 慶安 3・5・20

同道 帳

萩城 絵 図 井上筑後守 承応元・ 6・19

第4表

(注) 城絵図は慶安2・8・21に一旦提出したが不備のため再調製して上記

期日に再提出した。

絵
図
で
あ
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

道
帳

道
帳
の
作
成
要
領
に
つ
い
て
は
絵
図
基
準
に
て
何
ら
ふ
れ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
金
沢
藩
の
覚
書
き
に
よ
る
と
道
帳
は
国
端
か
ら
各
宿
場
聞
の
里
程
を
次
々

に
書
付
け
て
他
の
国
端
ま
で
、

一
国
単
位
で
作
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

郷
帳
同
様
、
国
絵
図
の
図
示
事
項
と
の
対
比
の
た
め
の
添
帳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
萩
藩
が
提
出
し
た
道
帳
の
控
『
長
門
国
大
道
小
道
井
難
道
舟
路
之
帳
密
〉
』

を
み
る
と
、
そ
の
内
容
は
大
道
、
中
道
、
山
道
井
小
道
、
舟
路
、
嶋
々
付
立
の
各

項
に
分
け
ら
れ
、
道
筋
に
つ
い
て
は
各
宿
聞
の
里
程
、
途
中
の
河
・
坂
そ
の
他
交

通
上
の
諸
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。

国
絵
図
お
よ
び
こ
れ
ら
添
帳
類
は
主
と
し
て
井
上
筑
後
守
の
許
へ
提
出
さ
れ
た

が
、
勘
定
所
保
管
用
を
分
け
、
そ
の
分
は
直
接
勘
定
奉
行
曾
我
源
左
衛
門
の
許
へ

提
出
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
提
出
物
は
ま
と
め
て
同
時
に
提
出
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
添
帳
類
は
一
般
に
国
絵
図
提
出
を
済
ま
せ
た
あ
と
で
提
出
さ
れ
て
い

る
。
萩
藩
の
提
出
状
況
は
第
4
表
の
如
く
前
後
四
回
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
分
割
提
出
は
金
沢
・
鹿
児
島
藩
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
(
想
。
ま
た
国
絵

図
・
郷
帳
・
道
帳
は
各
国
の
絵
図
元
よ
り
提
出
さ
れ
た
が
、
城
絵
図
は
絵
図
元
を

経
ず
、
各
城
主
が
自
ら
調
製
し
て
直
接
提
出
す
る
の
が
建
前
で
あ
っ
た
(
当
。

な
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お
こ
れ
ら
添
提
出
物
の
郷
帳
・
城
絵
図
・
道
帳
の
呼
称
に
つ
い
て
は
正
保
度
の
場
合
、
必
ず
し
も
諸
国
共
通
し
て
お
ら
ず
、
各
様
の
呼
称

が
用
い
ら
れ
て
い
る

av

正
保
国
絵
図
の
収
庫
終
了
の
時
期
は
確
証
を
欠
く
が
、
近
藤
守
重
の
考
証
に
よ
る
と
明
暦
二
・
コ
一
年
頃
と
さ
れ
て
お
り
詰
〉
、
そ
れ
に

従
え
ば
幕
命
が
あ
っ
て
収
庫
終
了
ま
で
十
二
・
三
年
の
年
数
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
元
職
度
の
場
合
の
倍
以
上
の
年
数
で
あ
る
。
収
庫

国
絵
図
の
総
帳
数
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
の
諸
記
録
聞
に
相
違
が
あ
り
混
乱
し
て
い
る
。
『
徳
川
十
五
代
史
』

で
は
「
七
十
五
柏
」
、
『
竹

橋
余
筆
告
)
』
収
載
の
「
古
国
絵
図
員
数
書
付
」
(
享
保
二
年
)
で
は
「
七
十
六
枚
」
、
前
述
の
近
藤
守
重
の
調
査
(
文
化
十
四
年
)
で
は
「
七

十
九
張
」
(
上
総
国
欠
)
、
ま
た
江
戸
時
代
最
後
の
幕
府
文
庫
の
蔵
書
目
録
『
元
治
増
補
御
書
籍
目
録
自
ぶ
に
は
「
七
十
七
張
」
(
上
総
国

欠
)
と
あ
る
。

こ
れ
ら
記
録
聞
の
相
違
は
国
絵
図
枚
数
の
扱
い
方
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
国
絵
図
は
一
国
一
張
を
原
則
と
し
た
が
、
国
域
の
広
い
陸
奥
は

五
張
、
島
棋
の
集
る
琉
球
は
三
張
な
ど
に
分
割
調
製
さ
れ
た
た
め
、
国
絵
図
総
数
は
全
国
六
八
カ
国
を
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
肥
前
で
は

幕
府
の
指
示
で
五
島
が
別
図
と
し
て
調
製
さ
れ
た
品
〉
が
、
こ
の
よ
う
な
別
図
が
枚
数
計
算
上
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
が
問
題
で
あ
ろ

う
(ω
〉O

こ
れ
ら
誇
記
録
の
う
ち
年
代
の
最
も
古
い
「
古
国
絵
図
員
数
書
付
」
は
享
保
年
聞
に
幕
府
が
日
本
図
調
製
を
企
画
し
た
と
き
、
そ

の
準
備
の
た
め
に
収
庫
絵
図
の
在
庫
調
査
を
し
た
際
の
記
録
で
あ
り
、
正
保
国
絵
図
構
成
の
概
要
が
知
ら
れ
る
ハ

g
。

こ
れ
に
よ
る
と
享
保
二
年
(
一
七
一
七
)
の
調
査
時
に
は
収
庫
古
国
絵
図
七
六
張
中
近
江
・
伊
賀
・
志
摩
の
三
カ
国
が
欠
け
て
七
三
張

が
存
在
し
た
。
こ
の
う
ち
年
号
記
入
の
あ
る
も
の
一
四
張
、
う
ち
正
保
年
号
一
一
張
、
慶
安
年
号
二
張
、
寛
文
年
号
一
張
で
あ
っ
た
と
い

ぅ
。
寛
文
年
号
国
絵
図
の
在
庫
は
正
保
国
絵
図
の
収
庫
終
了
を
明
暦
年
中
と
す
る
考
証
に
波
紋
を
起
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
筆
者
は

明
暦
年
中
ま
で
に
収
庫
さ
れ
た
国
絵
図
は
同
三
年
の
江
戸
大
火
で
被
災
し
、
そ
の
後
寛
文
年
間
に
幕
府
の
求
め
で
諸
国
の
国
絵
図
の
写
し



が
再
提
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
原
稿
枚
数
の
関
係
か
ら
別
稿
を
用
意
し

R

-

、。

ふ
れ
】
V

四
、
控
図
に
よ
る
国
絵
図
内
容
の
検
討

正
保
度
に
収
摩
さ
れ
た
国
絵
図
は
現
存
し
な
い
。
そ
の
転
写
図
と
思
わ
れ
る
内
閣
文
庫
所
蔵
の
中
川
忠
英
旧
蔵
お
よ
び
松
平
乗
命
旧
蔵

国
絵
図
は
閲
覧
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
正
保
国
絵
図
の
内
容
を
検
討
す
る
の
は
専
ら
各
地
方
に
伝
存
す
る
控
図
に
頼
る
以
外
に
な

正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

ぃ
。
こ
れ
ら
は
全
国
の
各
地
に
分
散
し
て
存
す
る
た
め
、
そ
の
多
く
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
実

際
に
閲
覧
し
た
九
カ
国
の
控
図
に
写
真
等
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
若
干
を
加
え
て
、
そ
の
内
容
を
比
較
考
察
し
、
国
絵
図
様
式
統
一

化
の
実
態
と
内
容
上
の
一
般
的
特
色
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
。

正
保
国
絵
図
の
縮
尺
精
度
に
つ
い
て
は
前
述
の
享
保
日
本
図
調
製
の
際
に
調
査
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
報
告
「
新
古
之
絵
図
道
法

改
候
儀
ニ
付
申
上
候
書
付
(
哲
」
に
よ
っ
て
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
一
旦
之
寸
法
過
半
之
違
有
之
分
」
と
し
て

和
泉
・
遠
江
・
河
内
・
壱
岐
・
対
馬
・
安
一
房
の
各
国
絵
図
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
六
寸
一
里
の
調
製
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
大

概
的
な
報
告
で
は
あ
る
が
、
縮
尺
精
度
の
厳
密
な
検
証
は
実
際
上
困
難
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
検
証
は
余
り
意
味
が
な
い
。
絵
図
基

準
で
の
指
示
自
体
が
道
路
筋
の
里
程
縮
尺
で
あ
っ
て
厳
密
な
意
味
で
の
縮
尺
規
定
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
控
図
に
よ
っ
て
縮
尺
を
計
測

す
る
と
、

一
般
に
主
要
道
路
筋
で
は
基
準
に
ほ
ぼ
近
似
す
る
が
、
そ
れ
へ
直
交
す
る
山
間
部
方
向
で
は
基
準
よ
り
か
な
り
小
縮
尺
と
な
る

場
合
が
多
い
。
美
作
の
例
で
は
第
5
表
の
如
く
出
雲
街
道
筋
で
は
大
体
一
旦
六
寸
の
縮
尺
で
あ
る
が
、
山
間
部
方
向
で
は
一
里
五
寸
程
の

69 

縮
尺
と
な
っ
て
い
る
。

一
里
山
の
設
置
が
な
い
傾
斜
屈
曲
の
山
間
小
道
筋
で
は
圧
縮
作
製
さ
れ
る
の
が
一
般
的
傾
向
の
よ
う
で
あ
る
。
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正保美作国絵図の縮尺計測

津山城より
絵図測定 実距

縮寸c1里当り尺) cm km 

新床村 182 41. 0 5.7 

土居村 108 24.5 5.7 

福渡村 91 24.5 4.8 

三(因・国伯・境美) 113 31. 0 4.7 

第5表

(注) 津山城より東西南北方向の 4地点を直線距離にて計測したもの。新床

村・土居村は出雲街道(主要道)筋，福渡村・三国境はこれに直交する

方向に位置する。実距は国土地理院20万分の 1図による計測。

諸
国
の
正
保
国
絵
図
控
図
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
絵
図
基
準
で
明
示
さ
れ
た
図
示
事
項
①

郡
区
分
②
郷
村
h

小
判
型
)
③
一
里
山
(
記
号
)
④
道
(
大
道
小
道
の
区
別
、
朱
色
)
⑤
舟
道

ー
ー
は
大
体
に
お
い
て
基
準
に
即
し
て
諸
国
ほ
ぼ
共
通
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
比
較
の
必
要
性

を
感
じ
な
い
。
た
だ
注
記
(
小
書
き
)
は
そ
の
性
質
上
完
全
な
様
式
の
統
一
が
困
難
で
、
詳
細

に
比
較
す
れ
ば
そ
の
表
現
方
法
な
ど
に
種
々
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
が
、
各
国
と
も
大
筋
に
お

い
て
は
絵
図
基
準
に
従
い
道
法
、
難
所
、
渡
河
方
法
、
河
幅
・
水
深
、
湊
、
浦
浜
な
ど
に
つ
い

て
記
載
し
て
い
る
。

ま
た
山
坂
・
海
河
の
描
写
は
絵
師
の
流
儀
と
も
関
係
し
て
機
械
的
な
比
較
が
難
し
く
、
控
図

が
描
法
ま
で
も
同
様
に
転
写
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
確
認
も
困
難
で
あ
り
、
控
図
に
よ
っ
て
多
く

を
語
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
諸
国
の
国
絵
図
は
一
般
に
江
戸
で
仕
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
元

藤
度
の
如
く
絵
師
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
も
少
数
特
定
の
絵
師
に
清
書
が
依
頼
さ
れ

(
円
相
)
て
、
献
上
図
は
諸
国
か
な
り
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
控
図
で

み
る
限
り
、
彩
色
の
濃
淡
で
立
体
感
を
出
す
山
並
み
、
波
縞
を
入
れ
ず
に
藍
色
で
塗
り
潰
す
海

な
ど
基
本
的
措
写
の
共
通
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
山
林
・
岩
山
等
の
絵
模
様
、
絵
筆
の
タ
ッ

チ
、
絵
色
の
濃
淡
か
ら
生
ず
る
画
風
は
各
国
各
様
で
あ
る
。
た
だ
配
色
に
お
い
て
郡
界
線
の
黒

(
墨
)
、
道
筋
の
朱
色
は
筆
者
の
閲
覧
し
た
範
囲
で
は
諸
国
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
は
正
保
国
絵

図
に
お
い
て
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
道
筋
の
朱
色
は
絵
図
基
準
で
「
本
道
は
ふ
と



く
、
わ
き
道
は
ほ
そ
く
朱
に
て
い
た
す
べ
き
事
」
と
明
示
さ
れ
て
い
た
。
郡
界
線
の
配
色
に
つ
い
て
は
絵
図
基
準
で
の
指
示
は
な
か
っ
た

が
、
広
島
藩
の
場
台
、
下
絵
図
検
分
の
際
に
「
墨
」
に
て
細
く
引
く
よ
う
に
修
正
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
下
検
分
段
階
で
幕
府
の
強
力
な

指
導
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
諸
国
正
保
国
絵
図
内
容
の
比
較
の
必
要
性
を
感
じ
る
次
の
六
項
目
、
①
村
形
色
分
け
②
国
境
道
法
①
宿

場
の
表
示
④
郡
見
出
し
①
所
領
区
別
@
目
録
様
式
ー
ー
に
つ
い
て
十
五
カ
国
の
控
図
を
比
較
考
察
す
る

G
〉
。
①

1
④
は
絵
図
基
準
の
指

示
項
目
に
関
連
す
る
も
の
の
具
体
的
な
指
示
を
欠
い
た
事
項
で
あ
り
、
⑤
@
は
絵
図
基
準
に
て
全
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
事
項
で
あ
る
。

正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

第
6
表
は
比
較
の
結
果
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

村
形
色
分
け

郡
区
分
(
郡
分
け
)
は
国
絵
図
の
基
本
要
素
で
あ
っ
た
。
郡
区
分
は
黒
色
郡
界
線
で
の
区
画
と
同
時
に
郡
毎
の
村
形
色

分
け
に
よ
っ
て
一
層
明
瞭
と
な
る
。
考
察
の
対
象
と
し
た
一
五
カ
国
中
、
豊
前
を
除
く
と
全
て
が
郡
単
位
で
村
形
が
色
分
け
さ
れ
て
お

り

一
応
正
保
国
絵
図
で
は
郡
単
位
の
村
形
色
分
け
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
絵
図
基
準
で
は
村
形

の
配
色
に
つ
い
て
は
何
ら
指
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
広
島
・
金
沢
両
藩
の
例
で
は
下
絵
図
検
分
で
「
郡
々
之
色
一
色
」
(
広
島
藩
)
、
「
絵
図

村
々
一
郡
切
に
色
取
か
へ
可
申
事
」
(
金
沢
藩
)
と
そ
れ
ぞ
れ
村
形
を
郡
単
位
で
色
分
け
す
る
よ
う
下
絵
図
の
修
正
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

幕
府
は
絵
図
基
準
で
郡
区
分
を
指
示
し
た
も
の
の
当
初
、
こ
の
村
形
色
分
け
に
ま
で
配
慮
が
至
ら
ず
、
下
絵
図
段
階
で
は
こ
の
色
分
け
は

必
ず
し
も
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
下
絵
図
検
分
で
幕
府
は
こ
の
点
の
強
力
な
指
導
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

国
境
道
法

記
載
要
領
が
各
国
各
様
で
あ
る
。
絵
図
基
準
で
は
「
国
境
道
法
、
壱
里
山
他
国
之
壱
里
山
へ
何
程
と
書
付
侯
事
」
と
指
示

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
条
項
の
解
釈
に
は
各
国
聞
に
若
干
の
食
い
違
い
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
萩
・
佐
賀
・
金
沢
各
藩
の
補
足
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に
て
も
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
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絵図内容の比較

備 中 美 イJ筑 前豊 前出(付偲岐雲) 伊 豆和 泉

つつ (郡) 郡 告真 (郡) (郡) 郡日

(主要道の)
有 無 無 無 有

同 左 同 左同 左向 左同 左同 左

数高数郡 高郡 高郡 高郡村 豪郡 高

いろは符号 二重輪村形色分け いろは符号

備郡中国十一 美作一国之筑郡前国十五豊前国絵図|出雲国絵図|伊豆国絵図 無絵図

国 領 郡 ・ 国国 領 領 郡- 園都・ 国郡・国・領

いろは(領) 無 無 無 色 (郡) 無
色(郡)
いろは(領

無 無 無 無松平出雲守無

記載詳 がい 数の掲載注記詳

同 左隣県立博髄珂同 左官話同 友

領別色分けの余地のないもの。



73 正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

第 B表控図等による諸国の正保国

周(長
防

加(越中・能登賀) 肥 前備 前
門)

村形色分け 郡 郡 郡 (郡)

(国豊富境への道塁的法 有 有 無 (主要道有のみ)

宿 場 丸 輪丸 輪 四 角 枠村形との区別な
し

郡見出し 郡 高郡 高郡 高野数(本・校宇

所領区別 ト4 重 輪
いろは符号いろは符号線
ム印 領界

目 題 目周防六郡 備前国九郡

録 高 イす国・郡・領郡 ・ 国郡・国・領 国

様 凡 例色(領・郡) 色 (郡) 色いろは((領郡)) 無

式 提出者名 無 無 鍋(正保嶋四信年濃丁亥守) 松平新太郎

特そ色の他内容上の
越前村領名16カ村に

五て作島製は別図とし枝脇記村道号にの図も示ー里山半円型のー里山は 村高の記
入なし

所(収蔵載書先) 山口県立文書館金沢市立図書館佐賀県立問|一司

(注) 村形色分けの項の( )は一国領知のため
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写真1 正保長門国図絵における馬継の図示

部分，毛利家文庫，山口県立文書館蔵

国
境
を
越
す
道
筋
が
隣
国
の
何
村
へ
通
ず
る
か
は
諸
国
の
国
絵

図
に
共
通
し
て
示
さ
れ
る
が
、
里
程
を
全
く
記
さ
な
い
も
の
、
国

内
里
程
だ
け
、
隣
国
へ
係
る
里
程
記
入
の
あ
る
も
の
に
分
れ
、
表

現
方
法
も
様
々
で
あ
る
。
記
載
例
を
い
く
つ
か
示
す
と
「
何
国
何

村
へ
出
道
」
(
出
雲
)
、
コ
里
山
よ
り
何
国
何
村
迄
何
里
何
町
、

但
国
境
迄
何
町
加
賀
分
、
何
町
何
国
分
」
(
加
賀
)
、
「
此
国
堺
ヨ

リ
何
国
何
ノ
一
里
山
へ
何
町
何
間
」
(
周
防
)
、
「
此
道
何
国
何
村

江
出
ル
、
何
村
よ
り
国
境
迄
何
里
何
町
、
国
境
よ
り
何
国
何
村
迄

何
里
何
町
、
津
山
よ
り
何
国
境
迄
何
拾
何
里
何
町
」
(
美
作
)
な

ど
で
あ
る
。
美
作
国
絵
図
は
隣
接
五
カ
国
へ
通
ず
る
い
か
な
る
小

道
に
も
同
要
領
で
、
津
山
城
下
よ
り
国
界
ま
で
の
里
程
を
付
記
し

た
国
境
道
法
が
記
載
さ
れ
、
図
の
四
周
を
文
字
列
が
取
巻
き
、
独

特
の
格
調
を
生
ん
で
い
る
。
隣
国
へ
係
る
国
境
道
法
を
一
示
す
に
は

隣
国
と
の
何
ら
か
の
折
衝
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、

一
般
に
は

金
沢
藩
の
場
合
の
如
く
国
境
筋
庄
屋
へ
隣
国
最
寄
村
へ
至
る
里
程

書
付
の
提
出
を
求
め
た
程
度
で
、
元
職
度
の
如
き
正
式
な
国
境
折

衝
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



宿
場
の
表
示

絵
図
基
準
の
条
目
中
に
「
壱
里
山
と
郷
と
の
問
、
道
法
絵
図
ニ
書
付
侯
事
」
と
あ
る
。
意
味
が
解
し
に
く
い
が
萩
藩
の

補
足
説
明
で
は
「
宿
と
一
里
山
と
の
問
、
道
法
書
付
侯
様
ニ
と
の
儀
候
、
但
本
宿
ニ
て
無
之
侯
共
、
馬
継
ニ
て
侯
ハ
は
家
数
少
所
-
一
て
も

一
旦
山
よ
り
其
所
迄
何
程
と
道
法
書
付
侯
事

G
)」
と
あ
り
、
こ
れ
は
各
一
里
山
よ
り
宿
町
・
馬
継
ま
で
の
里
程
を
示
す
よ
う
指
示
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
各
国
と
も
こ
の
指
示
に
従
っ
て
、
図
中
そ
の
里
程
を
逐
一
記
入
し
て
い
て
正
保
国
絵
図
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
道
筋
で
繋
が
れ
た
宿
町
・
馬
継
の
表
示
に
つ
い
て
は
何
ら
指
示
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
と
く
に
宿
町
に
つ
い
て
は
一
般
の
村
(
小
判

型
村
形
)
と
区
別
し
て
、
丸
型
あ
る
い
は
角
型
の
枠
を
用
い
て
明
瞭
に
図
示
す
る
場
合
と
、

一
般
の
村
と
全
く
区
別
し
な
い
場
合
と
に
分

正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

れ
て
い
る
。

郡
見
出
し

絵
図
基
準
に
「
絵
図
・
帳
共
ニ
郡
分
之
事
」
「
同
郡
切
ニ
郷
村
之
高
上
ケ
可
申
事
」
と
あ
り
、
図
中
に
て
郡
区
分
と
同
時

に
郡
高
の
表
示
が
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
従
っ
て
諸
国
の
国
絵
図
に
は
例
外
な
く
図
中
、
当
該
郡
内
に
郡
見
出
し
(
郡
高
付
)
が
掲
載
さ

れ
で
い
る
。
郡
見
出
し
は
郡
名
の
右
肩
に
郡
高
を
記
し
、
枠
を
設
け
な
い
様
式
が
一
般
的
で
、
正
保
国
絵
図
で
ほ
ぼ
定
若
し
た
感
が
す

る
。
た
だ
備
前
・
備
中
・
美
作
・
伊
豆
の
場
合
、
郡
見
出
し
に
村
数
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
完
全
な
る
統
一
は
元
職
国
絵
図
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。
元
職
図
で
は
村
数
は
図
隅
(
晶
紙
)
の
高
目
録
内
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
慶
長
国
絵
図
で
は
郡
見
出
し
に
短

冊
型
の
枠
が
設
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
正
保
度
に
は
幕
府
の
指
導
で
枠
が
外
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

8
3
広
島
藩

の
下
絵
図
検
分
で
は
郡
見
出
し
に
つ
い
て
「
郡
々
書
付
之
肩
ニ
知
行
高
書
付
俣
事
」
と
だ
け
指
示
さ
れ
て
い
る
。

所
領
区
別

一
国
支
配
の
た
め
所
領
区
別
の
余
地
の
な
い
出
雲
(
松
江
藩
)
、
備
前
(
岡
山
藩
)
、
美
作
(
津
山
藩
)
、
伊
豆
(
幕
府
領
)

を
除
く
全
部
に
所
領
区
別
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
区
別
方
法
は
①
村
形
内
の
い
ろ
は
符
号
②
村
形
外
周
の
別
色
二
重
輪
l
の
二
通
り
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が
主
で
あ
る
。
所
領
区
別
は
複
数
大
名
に
よ
る
一
国
割
領
の
場
合
に
限
ら
ず
、
本
藩
よ
り
の
分
領
(
支
藩
)

の
場
合
に
も
示
さ
れ
る
。
肥
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前
・
備
中
・
和
泉
は
①
の
方
法
で
、
周
防
・
筑
前
は
②
の
方
法
で
国
内
の
各
所
領
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
加
賀
の
場
合
、
金
沢
本
藩
と
そ

の
支
藩
領
は
①
の
方
法
に
よ
り
、
同
国
内
の
越
前
領
は
村
形
内
に
ム
印
を
付
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
国
が
七
大
名
に
よ
っ
て
分

割
領
知
さ
れ
る
肥
前
の
場
合
は
、
各
所
領
が
①
の
方
法
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
て
黄
色
に
よ
る
領
界
線
が
引
か
れ
て
い
る

(
U
V

。防
長
の
場
合
、
萩
藩
は
当
初
国
許
で
調
製
し
た
下
絵
図
に
て
本
藩
と
支
藩
の
所
領
区
別
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
下
絵
図
検
分
で
下
松
・

長
府
両
支
藩
を
本
藩
と
は
別
色
で
区
別
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
と
、
同
藩
で
は
「
防
長
は
東
照
宮
以
来
寸
分
モ
除
地
ナ
ク
一
朱
印
ニ
テ
公

頂
戴
ナ
シ
玉
ヒ
、
支
封
両
君
ヘ
ハ
内
分
地
ナ
レ
ハ
異
彩
ニ
可
為
一
一
非
ス
、
且
先
年
モ
一
色
ニ
テ
絵
図
調
進
ス
レ
ハ
此
度
モ
古
例
ニ
遵
由
シ

タ
キ
ハ
紛
)
」
と
こ
れ
に
難
色
を
示
し
、
幕
府
に
種
々
折
衝
し
た
が
同
藩
の
願
い
出
は
容
れ
ら
れ
ず
、
結
局
は
幕
府
の
指
示
に
応
ず
る
と
い
っ

た
経
緯
が
あ
っ
た
。
絵
図
基
準
で
は
国
郡
図
の
調
製
を
指
示
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
幕
府
絵
図
担
当
者
の
要
求
で
所
領
区
別
が
付
加
さ
れ

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

目
録
様
式

正
保
国
絵
図
で
は
各
国
、
図
の
一
隅
(
晶
紙
)
に
何
ら
か
の
高
付
目
録
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
内
容
・
様
式
は
様
々
で
あ

る
。
目
録
題
目
も
一
定
し
な
い
が
豊
前
・
出
雲
・
伊
豆
の
如
く
「
何
国
絵
図
」
と
称
す
る
も
の
、
防
長
・
加
越
能
・
備
前
・
備
中
・
筑
前

の
知
く
「
何
国
何
郡
」
と
一
国
郡
数
を
掲
げ
る
場
合
の
二
通
り
が
主
流
の
よ
う
で
あ
る
。
高
付
は
所
領
別
が
多
く
、
郡
別
が
少
な
い
の
は

図
中
の
郡
見
出
し
と
重
複
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
周
防
・
肥
前
・
和
泉
の
如
く
所
領
・
郡
別
高
付
が
並
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
凡

倒
は
村
形
(
小
判
型
)
の
色
と
所
領
別
い
ろ
は
符
号
の
二
種
類
で
あ
る
。
備
中
図
で
は
御
蔵
入
(
幕
府
領
)
・
藩
主
・
諸
給
人
・
寺
社
な

ど
全
部
で
二
四
の
知
行
主
別
内
訳
高
が
、
村
形
内
の
表
示
と
対
応
す
る
い
ろ
は
符
号
の
凡
例
を
伴
っ
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
品
)
。

以
上
の
比
較
考
察
に
よ
っ
て
、
正
保
国
絵
図
の
様
式
・
内
容
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
正
保
国
絵
図
で
は
絵



77 正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

写真2 正保備中国絵図(上)と向絵図目録(下)

部分，池田家文庫，岡山大学図書館蔵
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図
基
準
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
事
項
に
お
い
て
は
絵
図
様
式
が
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
①
国
境

道
法
②
宿
町
@
絵
図
目
録
|
|
・
な
ど
に
図
示
あ
る
い
は
記
載
要
領
の
不
統
一
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
内
容
に
つ
い
て
は
①
絵
図
配
色
の
基

調
で
あ
る
村
形
の
着
色
が
郡
単
位
を
も
っ
て
色
分
け
さ
れ
た
こ
と
@
郡
見
出
し
の
形
式
が
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
こ
と
ー
ー
な
ど
国
郡
図
と
し

て
の
基
本
的
性
格
を
明
確
に
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
所
領
別
記
載
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
純
粋
な
国
郡
図
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

五
、
ま
と
め

正
保
国
絵
図
事
業
は
基
本
的
に
は
慶
長
国
絵
図
の
継
承
で
あ
っ
た
。
だ
が
同
国
絵
図
は
単
に
慶
長
国
絵
図
の
改
訂
に
留
ら
ず
、
縮
尺
規

定
を
は
じ
め
絵
図
調
製
上
の
詳
細
な
要
領
を
含
む
絵
図
基
準
を
全
国
に
示
達
し
て
絵
図
様
式
の
統
一
化
を
も
た
ら
し
た
点
で
画
期
的
な
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
諸
国
の
正
保
国
絵
図
を
詳
細
に
比
較
検
討
す
る
と
き
、
図
示
・
記
載
上
の
統
一
不
徹
底
部
分
が
多

々
残
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
示
達
基
準
の
陵
昧
が
主
た
る
原
因
で
、
下
検
分
体
制
上
か
ら
の
限
界
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
今
回
の
国
絵
図
事
業
で
は
幕
府
が
絵
図
内
容
の
統
一
化
に
専
心
し
て
い
て
、
形
式
面
の
統
一
に
意
を
用
い
る
余
裕
が

な
か
っ
た
の
か
、
絵
図
目
録
の
不
統
一
は
と
く
に
顕
著
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
っ
た
に
し
て
も
正
保
国
絵
図
が
国
絵
図
様
式
の
確
立
に
寄
与
し
た
役
割
、
強
い
て
は
絵
図
史
上
の
意
義
は
大
き

く
、
そ
れ
を
具
体
的
に
整
理
す
る
と
①
縮
尺
の
統
一
化
②
一
国
一
図
の
原
則
化
@
郡
村
記
載
の
明
確
化
④
一
里
山
記
号
の
採
用
@
配
色
の

統
一
化
(
道
・
郡
界
・
一
里
山
・
村
形
色
分
け
)
@
注
記
に
よ
る
内
容
の
多
角
化
ー
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
本
稿
で
の
も

う
一
つ
の
研
究
視
点
で
あ
る
正
保
国
絵
図
の
内
容
上
の
特
色
を
ま
と
め
る
と
①
国
郡
図
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
領
分
図
的
内
容
の
併
有
@

交
通
・
軍
事
的
内
容
の
重
視
街
〉
|
の
二
点
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



絵
図
基
準
各
条
項
の
内
容
と
幕
府
に
よ
る
諸
国
の
下
絵
図
検
分
の
過
程
を
検
討
す
る
と
、
正
保
国
絵
図
事
業
の
主
旨
が
国
郡
図
の
収
庫

で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
正
保
国
絵
図
が
純
粋
な
国
郡
図
へ
と
昇
華
し
得
な
か
っ
た
原
因
は
、
絵
図
元
諸
藩
の

感
覚
と
同
時
に
幕
府
側
絵
図
担
当
者
の
現
実
的
指
導
が
作
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
絵
図
基
準
に
従
う
限
り
領
分
記
載
の
混
入
す
る
余

地
は
な
く
国
郡
図
の
成
立
を
み
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
絵
図
元
諸
藩
で
は
少
な
く
と
も
当
初
は
絵
図
基
準
の
主
旨
を
十
分
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
に
よ
る
藩
領
域
が
画
定
さ
れ
た
状
況
下
で
は
国
郡
図
収
庫
の
主
旨
を
理
解
し
得
な
か

っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

ま
た
反
面
、
幕
府
側
に
も
国
絵
図
収
庫
の
原
理
に
立
脚
し
た
絵
図
基
準
を
離
れ
て
、
こ
の
事
業
を
通
じ
て
全
国
語
候
の
領
知
関
係
お
よ

び
軍
事
拠
点
の
完
全
掌
握
と
い
っ
た
現
実
的
目
的
が
随
伴
し
た
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
諸
国
の
国
絵
図
は
数
度

の
下
検
分
を
経
て
修
正
を
重
ね
、
よ
う
や
く
幕
府
担
当
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
へ
接
近
し
た
。
そ
れ
は
国
絵
図
収
庫
の
原
理
を
踏
ま
え
た

う
え
で
、
為
政
者
の
現
実
的
目
的
を
も
満
た
す
妥
協
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

交
通
・
軍
事
的
内
容
の
重
視
は
そ
の
詳
細
な
注
記
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
ハ
巴
。
徳
川
幕
府
四
次
の
国
絵
図
事
業
中
、

た
だ
正
保

度
だ
け
に
城
絵
図
の
収
庫
を
伴
っ
た
こ
と
、
ま
た
東
海
道
筋
諸
城
の
模
型
(
木
型
)
ま
で
も
収
庫
さ
れ
た
岳
)
こ
と
は
正
保
国
絵
図
内
容

の
特
色
と
相
倹
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
島
原
の
乱
よ
り
五
年
、
な
お
そ
の
余
燈
の
残
る
当
時
と
し
て
は
国
絵
図
の
内
容
に
軍
事
色
を
帯
び
る

の
は
当
然
の
成
行
で
あ
っ
た
ろ
う
。
正
保
国
絵
図
の
内
容
上
の
特
色
で
あ
る
領
知
関
係
の
記
載
、
交
通
・
軍
事
関
係
の
注
記
は
、

一
面
国

土
基
本
図
と
し
て
の
国
郡
図
を
変
質
さ
せ
る
要
素
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
幕
藩
体
制
が
完
全
に
確
立
し
た
段
階
で
の
次
回
の
元
職
国
絵
図

に
お
い
て
は
、
絵
図
目
録
な
ど
絵
図
形
式
面
の
統
一
と
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
領
知
記
載
、
諸
注
記
が
図
中
か
ら
払
拭
さ
れ
、
純
粋
な
国
郡
図

79 

の
完
成
を
み
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
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i主

(
1
)

黒
田
日
出
男
、
江
戸
幕
府
国
絵
図
郷
帳
・
管
見
付
1

慶
長
国
絵
図
・
郷
帳
に
つ
い
て

i
、
歴
史
地
理
、
九
一
一
一
1
1
二、

(
2
)

拙
稿
、
元
禄
年
間
の
国
絵
図
改
訂
と
新
国
絵
図
の
性
格
に
つ
い
て
、
人
文
地
理
、
二
九
l
六
、
一
九
七
七

(
3
)

『
伊
賀
御
国
絵
図
後
鐙
』
(
三
重
県
上
野
市
立
図
書
館
蔵
)
、
『
今
度
御
園
絵
図
改
リ
侯
ニ
付
御
奉
行
衆
よ
り
御
渡
シ
被
成
侯
御
書
付
之
写
弁
御
口

上
ニ
て
被
仰
渡
侯
通
覚
書
控
』
(
岡
山
大
学
図
書
館
蔵
)
、
『
御
両
国
絵
図
被
差
上
覚
』
『
諸
国
江
絵
図
調
出
侯
様
ユ
ト
従
公
儀
被
仰
渡
侯
覚
書
』

(
山
口
県
立
文
書
館
蔵
)
、
『
御
菌
絵
図
御
改
付
而
覚
帳
』
(
熊
本
大
学
図
書
館
蔵
)
、
『
国
絵
図
之
儀
-
一
付
覚
書
』
(
大
分
県
立
図
書
館
蔵
)
、
『
御
国

絵
図
記
録
』
(
宮
城
県
立
図
書
館
蔵
)
、
『
加
越
能
御
絵
図
覚
書
』
『
御
園
絵
図
目
録
』
(
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
)

(
4
)

長
崎
県
立
図
書
館
蔵
、
元
禄
十
一
年
。
元
禄
国
絵
図
事
業
の
際
に
大
村
落
が
肥
前
の
絵
図
一
元
で
あ
る
佐
賀
藩
へ
提
出
す
る
大
村
領
絵
図
の
調
製

に
あ
た
り
、
先
の
正
保
度
を
参
考
に
す
る
た
め
そ
の
関
係
書
類
を
集
め
て
綴
じ
一
冊
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

金
沢
市
立
図
書
館
蔵
、
延
宝
五
年
、
同
年
金
沢
藩
が
国
絵
図
を
調
製
す
る
に
際
し
、
既
存
の
国
絵
図
を
分
類
し
、
そ
の
成
立
を
調
査
し
た
も
の

で
『
古
よ
り
公
儀
へ
被
上
侯
御
城
絵
図
御
国
絵
図
改
申
品
々
之
帳
』
『
御
城
弁
御
国
絵
図
公
儀
へ
被
上
侯
写
其
外
品
々
絵
図
江
戸
表
御
納
戸
土
蔵

-
一
有
之
分
之
帳
』
『
同
金
沢
薪
丸
御
土
蔵
-
一
-
有
之
分
之
帳
』
『
同
御
算
用
場
土
蔵
一
一
有
之
分
之
帳
』
の
四
冊
よ
り
成
る
。

(
6
)

福
井
保
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
国
絵
図
に
つ
い
て
、
国
立
公
文
書
館
報
、
創
刊
号
、
一
九
七
二

(
7
)

福
井
保
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
国
絵
図
に
つ
い
て
(
続
)
、
国
立
公
文
書
館
報
、
一

O
、
一
九
七
八

(
8
)

『
徳
川
実
紀
』
、
正
保
元
年
十
二
月
二
日
の
条

(
9
)

『
大
猷
公
治
世
略
記
』
に
「
正
保
元
年
十
二
月
廿
五
日
、
日
本
国
郡
之
図
、
同
諸
城
之
絵
図
可
調
進
旨
上
意
」
と
あ
る
。
藩
側
の
記
録
に
よ
る

と
『
先
年
一
国
絵
図
公
儀
江
上
リ
侯
節
之
覚
』
(
大
村
落
)
で
は
佐
賀
藩
が
肥
前
の
絵
図
受
持
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
正
保
元
年
十
二
月
二
十
五
日

と
あ
り
、
同
略
記
の
記
事
を
裏
付
け
る
。
と
こ
ろ
が
『
公
儀
所
日
乗
』
(
萩
藩
)
、
『
島
津
国
史
』
(
鹿
児
島
落
)
、
『
義
山
公
治
家
記
録
』
(
仙
台
藩
)

で
は
同
月
十
六
日
に
幕
命
を
受
け
た
と
あ
る
。
『
徳
川
十
五
代
史
』
(
正
保
三
年
二
月
廿
八
日
の
条
)
に
「
廿
八
日
諸
大
名
に
分
命
し
て
各
其
国
の

絵
図
を
作
ら
し
む
」
と
あ
る
の
は
編
纂
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
好
書
故
事
、
近
藤
正
斎
全
集
第
三
巻

一
九
七
七
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〈
日
)
河
岡
田
照
、
本
邦
地
図
芳
、
史
学
雑
誌
、
六
|
四
、

(
ロ
)
前
掲

(
2
)

(
日
)
内
藤
枇
受
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
。
本
書
収
載
の
条
令
で
は
城
絵
図
関
係
の
条
目
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(
U
)

佐
賀
県
多
久
市
立
図
書
館
蔵

(
日
)
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵

(
叩
山
)
前
掲

(
4
)

(
げ
)
山
口
県
立
文
書
館
蔵

(
凶
)
前
掲

(
2
)

(
ゆ
)
前
掲

(
4
)

(
初
)
『
公
儀
所
日
来
』
(
山
口
県
立
文
書
館
蔵
)
の
正
保
一
万
年
十
二
月
十
七
臼
の
項
に
よ
る
と
「
井
上
筑
後
守
殿
江
参
上
仕
侯
、
咋
日
被
仰
渡
侯
御
ケ

条
之
内
ニ
今
少
御
意
之
通
具
承
度
儀
侯
由
申
上
候
へ
者
、
則
上
田
勘
助
・
惣
山
市
之
丞
両
人
被
成
御
差
出
、
相
対
仕
様
子
承
侯
へ
と
の
由
ニ
付
而

御
尋
申
上
候
、
覚
書
之
通
悉
相
尋
坪
明
申
侯
、
此
上
-
一
一
印
も
不
審
な
る
儀
御
座
侯
ハ
々
幾
度
茂
御
尋
申
上
候
へ
之
通
被
仰
間
罷
帰
候
事
」
と
あ

る。

(
幻
)
前
掲
(
日
)
、
(
げ
)

(n)
高
辻
帳
弁
絵
図
御
用
ニ
付
江
戸
ヨ
リ
来
頭
書
写
、
金
沢
市
立
図
書
館
蔵

(
お
)
前
掲

(
1
)

(
M
)

『
毛
利
四
代
実
録
』
(
山
口
県
立
文
書
館
)
に
よ
る
と
「
井
上
候
、
宮
城
氏
ヨ
リ
仰
セ
渡
ザ
ル
絵
図
ノ
趨
急
脚
ヲ
以
国
許
へ
福
間
就
辰
ヨ
リ
申
越

ス
。
其
条
-
一
日
、
幕
府
ヨ
リ
御
箇
条
一
通
弁
就
辰
小
割
ヲ
伺
ヒ
ケ
ル
覚
書
一
通
相
添
差
越
ニ
付
、
此
辻
ヲ
以
テ
先
ツ
長
州
阿
武
一
郡
ノ
絵
図
相
調

ヘ
ラ
レ
、
然
フ
シ
テ
絵
師
一
人
及
ヒ
指
揮
ス
ル
者
一
人
相
添
ラ
レ
江
府
へ
差
越
サ
ル
ベ
シ
。
右
ノ
絵
師
ヲ
井
上
邸
へ
連
レ
行
キ
一
郡
ノ
図
ヲ
見
セ

好
ミ
ヲ
閲
セ
指
戻
シ
、
其
上
ニ
テ
惣
絵
図
仰
セ
付
ラ
ル
ベ
シ
ナ
リ
」
と
あ
る
。

(
お
)
済
美
録
、
広
島
市
立
図
書
館
蔵

(
部
)
同
覚
書
き
(
前
掲
辺
)
を
摘
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
て
御
国
之
絵
図
紙
一
面
一
国
切
三
ヶ
国
三
枚
可
調
事

ニ
色
取
か
へ
可
申
事
一
、
御
四
人
様
御
分
領
書
別
之
儀
、
村
々
廻
を
く
く
り
候
色
絵
に
て
可
仕
分
事

一
八
九
五
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て
絵
図
村
々
一
郡
切
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(
幻
)
前
掲

(
1
)

〔
却
)
『
先
年
一
国
絵
図
公
儀
江
よ
リ
候
節
之
覚
』
門
前
掲
4
)
に
「
知
行
高
帳
同
様
こ
一
通
ニ
て
御
座
候
、
是
ハ
御
公
儀
と
御
勘
定
所
と
御
両
所
ニ
被

召
置
候
た
め
と
申
候
、
国
之
絵
図
弐
枚
と
御
座
候
、
是
も
右
之
両
所
-
一
御
召
置
侯
た
め
と
申
候
」
と
あ
る
。

(
却
)
陸
奥
仙
台
領
の
如
く
石
高
に
よ
ら
ず
貫
高
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
佐
藤
宏
て
仙
台
領
国
絵
図
覚
書
、
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀

要
三
、
前
掲

(
7
)
参
照

(
鈎
)
佐
賀
藩
の
絵
図
基
準
補
足
に
よ
る
と
城
絵
図
は
「
百
間
四
寸
」
と
あ
る
。
広
島
藩
は
下
絵
図
検
分
で
広
島
城
図
を
「
一
間
四
方
」
に
仕
立
て
る

ょ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

h
h
U
)

矢
守
一
彦
、
都
市
図
の
歴
史
l
日
本
編
1

、
講
談
社
、
一
九
七
四
、
八
八

t九
五
頁

(
泣
〉
山
口
県
立
文
書
館
蔵
、
表
紙
に
「
慶
安
三
年
五
月
廿
日
江
戸
井
上
筑
後
守
殿
へ
差
上
ケ
候
」
と
の
付
書
き
が
あ
る
。

(
お
)
金
沢
藩
で
は
正
保
四
年
十
二
月
十
六
日
、
越
能
両
国
の
国
絵
図
各
二
張
と
金
沢
・
小
松
・
大
正
持
・
富
山
各
城
絵
図
各
一
枚
、
約
二
年
後
の
慶

安
二
年
十
二
月
廿
九
日
に
加
賀
国
絵
図
二
張
、
翌
三
年
三
月
十
四
日
に
道
帳
三
カ
国
分
三
冊
を
い
ず
れ
も
井
上
筑
後
守
へ
提
出
し
て
い
る
。
鹿
児

島
藩
の
場
合
は
『
島
津
国
史
』
『
旧
記
雑
録
』
な
ど
に
よ
っ
て
提
出
状
況
が
知
ら
れ
る
が
、
提
出
期
日
の
記
載
に
一
部
相
違
が
あ
る
。

(
弘
)
金
沢
藩
は
四
カ
所
の
城
絵
図
を
一
括
し
て
提
出
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
本
支
藩
関
係
に
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
広
島
港
(
安
芸
・
備
中
ニ
カ

国
の
絵
図
元
)
は
広
島
城
図
お
よ
び
三
原
城
図
の
み
を
提
出
し
、
福
山
(
水
野
美
作
守
)
・
三
吉
(
浅
野
因
幡
守
)
城
図
は
各
城
主
よ
り
直
接
提

出
さ
れ
た
。
ま
た
肥
前
で
は
大
村
(
大
村
丹
後
守
)
城
図
が
絵
図
元
の
佐
賀
藩
を
経
ず
し
て
直
接
筑
後
守
へ
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
お
)
例
え
ば
郷
帳
は
知
行
帳
(
広
島
藩
)
・
石
高
帳
(
萩
藩
)
、
道
帳
は
道
程
之
帳
(
金
沢
藩
)
・
路
程
帳
(
鹿
児
島
藩
)
・
大
道
小
道
弁
難
道
舟
路
之

帳
(
萩
藩
)
な
ど
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。

(
泊
)
新
古
国
絵
図
出
来
之
来
歴
柏
考
候
書
付
、
前
掲
(
日
)

(
幻
)
汲
古
書
院
、
一
九
七
六

(
招
)
前
掲
(
6
)
、
四
八
頁
参
照

(
鈎
)
拙
稿
、
正
保
肥
前
国
絵
図
の
作
製
経
緯
に
つ
い
て
、
佐
世
保
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
、
一

O
、
一
九
七
三

(ω)
収
庫
国
絵
図
は
当
初
、
国
別
に
箱
入
で
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
後
年
に
至
り
箱
は
朽
壊
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
位
)
問
書
付
(
享
保
二
年
)
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
勘
定
所
保
管
国
絵
図
の
調
査
書
付
と
み
な
さ
れ
る
。



正保国絵図の調進と絵図様式の統一化について

古
国
絵
図
員
数
書
付

酉
十
二
月
九
日
木
村
四
郎
兵
衛

古
国
絵
図
七
拾
六
枚

此
訳

国
数
六
拾
八
ヶ
国

内
近
江
・
伊
賀
・
志
摩
三
ヶ
国
絵
図
不
相
見
侯

陸
奥
国
絵
図
五
枚

琉

球

絵

図

三

枚

出
雲
国
絵
図
弐
枚

越
前
国
絵
図
弐
枚

右
絵
図
七
拾
三
枚

内
拾
壱
枚
正
保
之
年
号
、
弐
枚
慶
安
之
年
号
、
壱
枚
寛
文
之
年
号

右
之
外
年
号
無
御
座
候

以
上

(
一
必
)
『
竹
橋
余
筆
』
(
前
掲
幻
)
お
よ
び
『
好
書
故
事
』
(
前
掲
叩
)
収
載

(
川
町
)
『
済
美
録
』
(
前
掲
お
)
に
よ
る
と
、
広
島
藩
は
芸
備
両
国
の
国
絵
図
清
書
代
金
五

O
両
を
正
保
三
年
七
月
廿
五
日
、
江
戸
の
絵
師
八
回
助
左
衛

円
に
支
払
っ
て
い
る
。
『
毛
利
回
代
実
録
』
(
前
掲
M
)
に
よ
る
と
、
萩
藩
も
防
長
両
国
分
の
清
書
代
金
七

O
両
を
同
四
年
正
月
廿
日
に
同
絵
師
に

支
払
っ
て
い
る
。

(
川
相
)
防
長
二
国
、
加
越
能
三
国
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
絵
図
元
に
よ
り
同
様
の
様
式
で
調
製
さ
れ
て
い
る
た
め
、
周
防
と
加
賀
を
代
表
さ
せ
て
考
察
の
対

象
と
す
る
。

(
必
)
前
掲
(
げ
)

(
品
)
正
保
備
前
国
絵
図
は
第
6
表
掲
載
の
岡
山
大
学
図
書
館
所
蔵
の
も
の
(
正
控
図
)
の
ほ
か
に
岡
山
県
文
化
セ
ン
タ
ー
所
蔵
図
が
あ
る
。
図
示
内

容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
後
者
に
は
郡
毎
の
村
形
色
分
け
が
な
く
、
郡
見
出
し
が
短
冊
型
の
黒
枠
で
固
ま
れ
て
い
る
。
下
絵
図
段
階
の
図
で
あ
る
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と
考
え
ら
れ
る
。
『
岐
阜
県
史
』
付
載
の
正
保
美
濃
国
絵
図
(
岐
阜
県
立
図
書
館
蔵
)
も
郡
見
出
し
に
短
冊
型
の
枠
が
あ
る
。

(
灯
)
前
掲
(
鈎
)

(
品
)
前
掲
(
斜
)
。
同
書
の
正
保
三
年
十
月
十
八
日
の
条
に
よ
る
と
「
去
月
十
九
日
防
長
両
国
絵
図
色
分
ケ
ノ
事
、
井
上
筑
州
侯
領
掌
ナ
キ
ニ
付
、

公
ヨ
リ
翰
ヲ
筑
州
候
へ
差
越
サ
レ
、
若
一
色
ニ
ナ
シ
難
ク
ハ
界
目
へ
朱
筋
ヲ
引
テ
便
覧
-
一
備
ン
由
ヲ
申
越
サ
レ
、
筑
州
候
・
安
部
氏
へ
民
間
頼
ナ
シ

玉
フ
」
と
あ
る
。
萩
藩
で
は
防
長
二
カ
国
一
色
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
領
界
線
(
朱
)
に
よ
る
区
分
を
申
入
れ
た
が
、
こ
れ
も
容
れ
ら
れ
ず
結
局

は
村
形
の
別
色
二
重
輸
に
よ
る
区
分
と
な
っ
た
。

(
必
)
『
岐
阜
県
史
』
付
載
の
「
正
保
美
濃
国
絵
図
」
の
目
録
に
は
全
部
で
六

O
に
及
ぶ
知
行
主
名
が
列
記
さ
れ
て
い
て
壮
観
で
あ
る
。
凡
例
に
平
仮

名
い
ろ
は
符
号
で
は
不
足
し
、
片
仮
名
イ
ロ
ハ
符
号
が
追
加
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(
印
)
軍
事
的
内
容
は
海
陸
交
通
上
の
詳
細
な
注
記
と
も
関
連
す
る
が
、
諸
古
城
が
明
瞭
な
図
示
で
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

(
日
)
中
川
忠
英
旧
蔵
「
陸
中
絵
図
」
に
は
南
部
領
閉
伊
郡
山
田
湊
に
寛
永
廿
年
、
オ
ラ
ン
ダ
船
漂
着
の
注
記
が
あ
る
と
い
う
。
前
掲

(
7
)
参
照

(
臼
)
前
掲
(
叩
)




